
 

 

 

 

 

 

解雇事案をめぐる公開質問 
2022 年 3 月 11 日付で本学大学院教授（男性・60 歳代）に対する解雇処分がなされました。 

大学側は当該教授が外部の人物に論文の代筆を依頼したと述べ、就業規則第 38 条第 5 号に定める「大

学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当するとの理由を記しています。当該教授と藤井

輝夫総長の間で、司法において係争が続いておりますが、この度の案件は、この係争とは別に、幅広

く大学運営、とりわけ学生指導に関わる問題を含んでおります。そこで、東京大学教職員組合では、

2022 年 6 月以来、総長から複数回にわたって説明を求めてきましたが、いまだに応じておりません。

そこで、以下に公開で一般的な大学運営上の問題を質問することといたしました。なお、同様の質問

は総長に対して以前に行なっており、回答は今泉理事から 3 月 10 日の団体交渉でいただけるとのこ

とです。 

１．未遂の行為を罰している点についての質問 

「剽窃」に基づく解雇処分は比較的多く見られる事例です。そのような場合、論文等が完成した段

階で、「剽窃」が問題になります。藤井総長の代理人は「単著者性」というなじみのない概念を使いた

いようです。この概念が妥当だとするにしても、指導の段階では「剽窃」と共に「著者」が成立して

いないわけですから、「単著者性」が損なわれるのは、論文が完成した後です。大学側の広報において

も「本学の学位認定の課程を歪めかねない」と論じています。つまり「かねない」と、問題の所在が

可能性にあることを認めています。可能性があるという理由で、解雇するということは、未遂の行為

に対する罰則に他なりません。はば広く未遂の行為を罰するということは、思想や表現の自由を著し

く狭めるものです。この点についての説明を求めます。 

２．懲罰優先の方針についての質問 

この度の当該教員の行為は、刑事罰の対象となる行為ではありません。そのような行為に基づく解

雇事案の場合、解雇に至る段階で、警告が度重ね発せられてきました。罰則対象となる行為に対する

警告が出されたにも関わらず、当該行為が繰り返しなされるので解雇とする、というのが運用上の慣

習です。なぜこの度は、急に解雇という厳罰を与えたのですか。今までの慣習を破り、今後もいきな

り厳罰を与えるという懲罰優先の大学運営をされるつもりですか。 

３．平等原則を逸脱している点についての質問 

この度、たしかに当該教員メールでは不適切な表現がありました。しかし通常、学生指導では、メ

ールのみならず、口頭や赤ペンを用いた書き込みでの表現もあります。これらの表現を問題とし、解

雇の論拠とするのであれば、広範な学生指導行為に対しても調査を行う意思があるのでしょうか。そ
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の意思がないのだとすると、匿名の指摘があった案件のみを取り上げ、調査し、特定の表現を解雇判

断の論拠とし、厳罰を与えるということになりかねません。この度の案件でも、他の教員は同様の不

適切な表現を使っていないということは論証されていません。つまり、匿名の指摘があった案件のみ

を調査対象とし、特定の表現を論拠とし厳罰を下すことは、規則の恣意的な適用を招きかねません。

このような恣意性を避け、規則を適用する際の平等原則をどのように確保しようとされているのでし

ょうか。この点をご教示ください。 

４．慎重な審議を妨げている現決定方法についての質問 

2018年に匿名のクレームが当該教員に対して起こされ、コンプライアンス事案となり、懲戒委員会

が発足し、調査報告書が書かれました。そして、その調査報告書は、2022年 2月 18日に懲戒委員会

で一度限り審議され承認されました。2022 年 8 月 8 日の教職員組合との団体交渉のなかで、大学側

は、2月 18日の懲戒委員会で調査報告書はその場限りの資料として回覧され、一定時間後に回収され

た、と説明しました。一定時間とは 15 分だったのか、20 分だったのか、と訊きましたが、その回答

は拒否されました。つまり、東京大学の各種会議で幅広く行われている議案の二度掛けも、通常の裁

判においては認められている再審査もなく、厳罰がくだされました。ましてや、罰則そのものを提案

している 25 ページほどの調査報告書を極めて短時間で承認させたことが明らかです。解雇という重

大事案についてですから、慎重審議が求められることは言うまでもありません。なぜ慎重審議が必要

だとは考えないのでしょうか。また、必要だというのであれば、懲罰に至る現行の決定方法は妥当で

すか。 

５．匿名の通報やメールに関する質問 

この度の解雇処分は、処分そのもので終わらず、むしろ当該教員を誹謗し続けたい人々の行動を助

長しています。当該教員の非常勤講師勤務先や顧問先には、匿名の中傷メールが寄せられております。

真偽不確かな情報が飛び交うネット社会であるからこそ、プライバシーを尊重しつつも、責任ある立

場からの十全な説明の発信が求められています。藤井総長はこの度の案件について、十全な説明をし

てきたとご認識ですか。それとも、十全な説明は必要なく、二次的な被害については、総長として何

ら責任を感じない、ということでしょうか。 

岡田泰平  

東京大学教職員組合 執行委員長 

なお、総長側は、裁判係争中なので当該教授の解雇処分の詳細については回答を拒絶するものと思わ

れます。他方、大学運営に係る問題については上述以外にも色々な論点がございます。ついては、ご

関心のある方は、以下の団体交渉にぜひともご参加くださいますようお願い申し上げます。なお非組

合員の方は、書記局にご一報くださると幸いです。 

 

 

 

 

団体交渉 

日時：3月 10日（金）10：15-11：15  

場所：本郷キャンパス産学連携プラザ 2階２AB会議室 

 


